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お
知
ら
せ
N
E
W

（
仮
称
）
竹
原
港
北
崎
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル
指
定
管
理
者
募
集

　

（
仮
称
）
竹
原
港
北
崎
旅
客
タ
ー

ミ
ナ
ル
の
改
修
・
管
理
・
運
営
を

効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
し
て
い

く
た
め
、
設
計
・
管
理
運
営
を
一

体
的
に
実
施
す
る
事
業
者
を
募
集

し
ま
す
。
事
業
者
を
募
集
す
る
に

当
た
り
、
募
集
要
項
及
び
仕
様
書

等
を
配
布
し
ま
す
。

配
布
期
間　

１
月
７
日

（月）
～
24
日

（木）

配
布
場
所　

建
設
課
（
市
役
所
本
庁

　

舎
２
階
）
ま
た
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
（
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

説
明
会
及
び
現
場
見
学
会

　

応
募
予
定
事
業
者
を
対
象
に
、

説
明
会
及
び
現
場
見
学
会
を
開
催

し
ま
す
。
な
お
、
説
明
会
及
び
現

場
見
学
会
に
出
席
の
無
い
場
合
は

応
募
で
き
ま
せ
ん
。

日
時　

　

１
月
28
日

（月）
（
１
時
間
30
分
程
度
）

　

14
時
～
（
説
明
会
）　

　

14
時
50
分
～
（
現
場
見
学
会
）

場
所　

・
竹
原
市
役
所
（
３
階
）
大
会
議

 

図
書
館
嘱
託
員
を

 

募
集
し
ま
す

　

図
書
館
業
務
に
従
事
す
る
嘱
託

員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　

５
人
程
度

応
募
資
格

　

次
の
①
～
③
を
満
た
す
人　
　

　

①
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
60

　
　

歳
未
満
の
人

　

②
司
書
資
格
を
持
つ
人

　

③
パ
ソ
コ
ン
操
作
（
ワ
ー
ド
や

　
　

エ
ク
セ
ル
の
入
力
作
業
）
の

　
　

で
き
る
人

業
務
内
容　

図
書
館
業
務
全
般

勤
務
条
件　

　

火
曜
～
日
曜
日
（
週
30
時
間
勤
務
）

報
酬　

月
額
１
４
６
，
５
０
０
円

受
付
期
間　

１
月
24
日

（木）
必
着

試
験
日　

２
月
３
日

（日）

申
し
込
み･

問
い
合
わ
せ

　

所
定
の
申
込
書
（
総
務
課
及
び

文
化
生
涯
学
習
室
に
備
え
付
け
）

に
よ
り
、
総
務
課
人
事
係
へ
。

　

☎
22-

７
７
１
９　
　

　12 月 11 日～ 13 日までの３日間、市議会が開催

され、議案 13 件が可決されました。

　主な議案は、次のとおりです。

◆土地改良事業の計画概要を定めることについて

　田万里町中田万里地区の圃場整備をするため施行

する土地改良事業計画の概要を定めるものです。

◆竹原市公共下水道の構造の技術上の基準等に関す

　る条例案

　下水道法の一部が改正され，公共下水道の構造の

技術上の基準等について条例で定めることとされた

ことに伴い，必要な規定を整備するものです。

◆平成 24 年度竹原市一般会計補正予算

　保育所施設整備事業補助金、後期高齢者検診委託

料、自立支援給付事業、忠海西小学校屋内体育館耐

震補強工事などを実施するために必要となる事業費

１億 3,504 万２千円を追加計上するものです。

不動産インターネット公売
　市税の滞納により差し押さえた不動産のイン

ターネット公売（市が差し押さえた財産をイン

ターネットオークションへ出品することにより、

広く周知し売却をする公売方法）を実施します。

公売開催場所

　ヤフー株式会社が提供する公売に関するインター

ネットオークションシステム上(官公庁オークション)

申込方法　

　ヤフーインターネットオークションシステムにより参加登録

申込期間　１月８日（火）13 時～１月 22 日（火）23 時

入札期間　１月 29 日（火）13 時～２月５日（火）13 時

※公売する不動産の所在地・見積価額などの詳細は、

　公売公告及び市ホームページに掲載しています。

※公売を直前に中止する場合がありますので、事

　前に税務課までご確認ください。

問い合わせ　税務課収納係　☎ 22-7732

平成 24年　第４回 竹原市議会定例会

　

室
南
室
（
説
明
会
）

・（
仮
称
）
竹
原
港
北
崎
旅
客
タ
ー

　

ミ
ナ
ル
（
現
場
見
学
会
）

内
容　

募
集
の
趣
旨
及
び
施
設
等

　

の
概
要
を
説
明

申
込
方
法
（
各
団
体
２
人
ま
で
）

　

説
明
会
の
参
加
を
希
望
す
る
団

体
は
、
１
月
24
日

（木）　

17
時
15
分

ま
で
に
現
場
説
明
会
参
加
申
込
書

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
ま
た
は
建
設
課
で
配
布
）
を
建

設
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
資
格
等
、
そ
の
他
詳
細
は
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
建
設
課

　

で
配
布
す
る
募
集
要
項
及
び
業
務

　

仕
様
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

建
設
課
土
木
維
持
係

　

☎
22-

７
７
４
６
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必
要
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
１
年
間

の
収
入
と
支
出
を
経
費
区
分
ご
と

に
分
け
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

　

昨
年
１
年
間
に
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
人
は
、
医
療
費
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

領
収
書
を
、
医
療
を
受
け
た
人

と
病
院
・
薬
局
ご
と
に
ま
と
め
、

「
医
療
費
の
明
細
書
」
に
記
入
し

て
申
告
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
保
険
な
ど
に
よ
り
補

て
ん
さ
れ
た
金
額
を
確
認
で
き
る

も
の
も
必
要
で
す
。

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

①
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

　

を
す
る
人

②
給
与
所
得
の
み
で
そ
の
給
与
支

　

払
報
告
書
が
市
役
所
に
提
出
さ

　

れ
て
い
る
人
（
※
）

③
公
的
年
金
所
得
の
み
の
人
（
※
）

④
市
内
に
居
住
し
て
い
る
他
の
所

　

得
者
の
扶
養
親
族
と
し
て
申
告

　

済
み
の
人

※
②
・
③
に
該
当
す
る
人
で
、
各

　

種
控
除
を
受
け
る
場
合
は
申
告

　

が
必
要
で
す
。

　

　

今
年
も
市
県
民
税
の
申
告
の
時

期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
申
告

が
必
要
な
人
は
早
め
に
準
備
を
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

必
要
な
書
類
を
事
前
に
作
成
し

て
お
く
と
、
申
告
に
か
か
る
時
間

が
短
縮
さ
れ
ま
す
。
用
紙
は
税
務

課
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

　

２
月
18
日

（月）
～
３
月
15
日

（金）

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
か
ん

②
給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉

　

徴
収
票

③
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の

　

所
得
が
あ
る
人
は
収
支
内
訳
書

④
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、

　

の
控
除
証
明
書

⑤
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

　

書
ま
た
は
領
収
書

⑥
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人

　

は
配
偶
者
の
所
得
を
明
ら
か
に

　

で
き
る
も
の

⑦
年
の
途
中
に
転
入
し
た
人
は
、

　

前
住
地
で
支
払
っ
た
国
民
健
康

　

保
険
税(

料)

の
領
収
書　

な
ど

営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど

の
所
得
が
あ
る
人

　

収
支
関
係
を
記
載
し
た
「
収
支

内
訳
書
」
を
申
告
書
に
添
付
す
る

税の申告準備はお早めに！
書類をそろえてスムーズな申告を！

問い合わせ

税務課課税係　　☎２２-７７３２　

所得税の還付申告は１月から

　所得税の還付を受けるための申告は、１月か

らできます。

申告に必要なもの　

　源泉徴収票、印かん、保険料等支払証明書など

▼添付書類

社会保険料控除
・支払った国民年金保険料
　の納付証明書

医療費控除
・支払った医療費の領収書

・保険などで補てんされる
　金額の明細書

生命保険料控除
地震保険料控除

・支払保険料の証明書
・支払保険料の証明書（地
　震保険及び旧長期損害保
　険料）

住宅借入金等特
別控除

・登記事項証明書　　
・住民票の写し
・売買契約書の写しや請負
　契約書の写しなどで家屋
　の取得年月日等を明らか
　にする書類
・住宅取得資金にかかる借
　入金の年末残高等証明書

問い合わせ　竹原税務署　☎２２-０４８５

償却資産の申告はお済みですか？

　償却資産とは、個人・法人で事業をしている人が、

その事業のために用いている土地・家屋以外の資産の

ことで、固定資産税の課税対象になります。

　該当する事業主のみなさんは申告をしてください。

申告が必要な人

　事業を営まれていて事業用の資産を所有されている

人（目安として、所得税青色申告をしている人で、申

告資料の固定資産台帳に償却資産がある人など）

申告内容

　平成 25 年１月１日現在で、竹原市内に所在する資

産の名称、種類、取得年月、取得価額、耐用年数など

電子申告

　「ｅＬＴＡＸ：エルタックス」（地方税ポータルシス

テム）を利用した、インターネットによる電子申告の

受付を行っています。

申告方法　

　１月 31 日（木）までに、申告書（税務課に備え付け）

により税務課課税係（☎２２-７７３２）へ


